
22年 度 東 日本大震災(東 北地方太平洋沖地震)後 の経過

3月11日(金)14時46分 ごろ、三陸 沖を震源 に、国内観測史上最大のM9.0の

地震が発生。 大津波や火 災が起 き、多大な被害が出る。宮城県

仙台市青葉区で、震度6弱(後 に6強)を 観測 した。

教員1人 と学生2人 が展示室 内で板碑 を実測 中で、職員2人 と

共 に館外 に避難 して、無事。

15時08分 ごろ、三陸沖を震源 に、M7.4の 地震が発 生。

15時15分 ごろ、茨城 県沖を震源 に、M7.7の 地震 が発生。仙台

市青葉 区で、震度3を 観測 した。

そ の後 、東 北大学テニスコー トに避難 していた教職員 ・学生に

合流。

15時25分 ごろ、三陸沖を震源 に、M7.5の 地震が発生。

15時40分 ごろ、安否 を確認 し順次帰宅 し、一部の帰宅困難な学

生、教職員は体育館に移動 した。

23日 まで 博物館 の建物安全確認が済 まず、立ち入 り禁止で、職員は学生

課で学生の安否確認 をした。校内の3棟 は立ち入 り禁止。

24日 か ら 博物館 で勤務 開始す る。資料 ・施設の被害点検、報告、手配等

する。パ ソコンLAN不 通。 当分の間、閉館 を決定。

3月25日(金)パ ソコンLAN開 通。施設課 による被害 下見。

3月28日(月)大 学HPに 「休館 のお知 らせ」 を掲載。

3月30日(水)施 設課 による被害下見。

4月7日(木)23時32分 ごろ、宮城 県沖を震源 とす るM7.1の 地震 が発 生。仙

台市青葉 区で、震度6弱 ～5強 を観 測 した。

4月8日(金)前 夜の地震 による資料 ・施設の被害点検。

4月11日(月)17時16分 ごろ、福 島県浜通 りを震源 とす るM7.0の 地震 が発生。

仙 台市 青葉 区で、震度4を 観測 した。

情報 システ ム課 によるパ ソコンの状態調査。

4月12日(火)乃 村 工藝社 による展示具 の修正。

14時07分 ごろ、福 島県沖 を震源 とす るM6.3の 地震が発 生。仙

台市青葉 区で、震度3を 観 測 した。

4月18日(月)「 大学 の復興 に向けた全学の集い」開催。

4月25日(月)宮 城 県博物館等協議会 よ り東 日本大震災被害の照会。回答は 日

本博物館協会東北支部 と文化庁被災文化財 リス トに情報提供

される予定。



4月26日(火)

4月27日(水)

4月28日(木)

展示品の修正(石 器 は佐川先 生 よ り指導 を受 け る)。

展示 品の修正。

大学HPに 「再 開のお知 らせ」 を掲載。

5月9日(月)

5月11日(水)

5月25日(水)

7月27日(水)

乃村工藝社による板碑の展示。博物館再開。

日本博物館協会より東日本大震災被害状況の調査依頼。

日本博物館協会より東日本大震災被害状況の調査への回答。

東 日本大震災により被災した資料の補習・保存に関する研修会

(東北学院大学図書館)に 参加。

10月27日(木)宮 城県博物館 等協議会 よ り東 日本大震災における被災 と復旧に

関する調査の依頼。

11月11日(金)宮 城 県博物館 等協議 会 よ り東 日本大震災における被災 と復旧に

関する調査への回答。

11月15日(火)宮 城 県被 災文化財等保全連絡会議に参加。
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22年 度 東日本大震災による被災状況

教員1人 と学生2人 が展示室内で板碑実測 中で、職員2

人 と共 に館外 に避難 して、無事。

資 料 免震台により墨書人面土器は無事.テ グスで固定 してい

た土器 は倒れなかった。しか し、20cmの 小型木製 人形1

体は張 りが弱かったためか、倒れたが無傷。

パ ネル 天井から吊るし、床に接するように置いた重 し付の大パ

ネル(各 コー ナー ごとの もの)が ずれた程度。ワイヤーが天

井か ら張っていたため、転倒 しなかったと思われ る。

棚を壁に固定す る金具が外れた り、緩んだ箇所があった。デバイザ

ー設置のため、資料の落下は防止できた。

パ ソコンの本体タワーが倒れて、キーボー ドの足1本 壊れ る。

パ ソコンのデ ィスプ レイが倒れて、机か ら落ちるが異常な し。

展示室天井の空調機蓋パネル1枚 が開 く。

南側基礎 土台のはがれ。

南通用 口の西側砂利敷部分の沈下 ・ひび割れ。

南側部分の沈下 ・ひび割れ。

南側マンションの外壁 タイル落下。

各所の沈下 ・ひび割れ



FAX送 信 票

送信先:宮 城県博物館等連絡協議会 会員各位

平成23年4月 日

件 名:東 目本大震災における被害について(照 会)

連絡事項

送信枚数1枚(こ の送信票を除く)

3月110に 発生 しま した東 日本大震災によ り被害を受けられま した加盟館ならび

に会員の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

さて,標 記の震災により,2011年 度版『宮城県の博物館』編集 ・発行ならびに,例 年5月 ・

下旬に開催 しておりました総会は,延 期せざるを得ない状況 にあります。

延期の通知は後 日に送付いたしますが,冊 子発行 時期 ・総会開催 時期を検討するため,

震災の被害状況を把握したいと思いますので,下 記により御 回答をお願いします。

お忙しいところとは思いますが,御 協力をお願いいたします。

1回 答:別 添様式によ ります。

2返 送期日:4月 日日)ま でにFAXも しくはEメ ール でお願 い します。

3Eメー ルの方へ：回答様式を御希望の隙は担当まで御一報 をお願いします。

4回 答結：1宮 城県博物館等連絡協議会総会の場で配布するとともに同意され

た館は以下に情報提供する予定です。

①日本博物館協会東北支部 「平成23年 度東北地方太平洋沖地震におけるミュ
ージアムの被害状況調査について」

コ　

依頼:平 成23年4月12日 付け日本博物館協会東北支部 ・東北地区博物館協会

項目:公 開されたEメ ール,職 員 ・利用者の被害,施 殻の按害,収 蔵品 ・展示の被害

②文化庁文化財 レスキユー候補 となる被災文化財 リス ト

現地本部が仙台市博物館に置かれ,文 化庁職員が常駐 し、文化財所有者の

依頼を受けて,一 時保管 による救援 を行います。

項目:収 蔵品 ・展示の被害

5こ のFAXに 対す る問い合わせ(担 当)

宮城 県博 物 館等 速 絡 協議会 事務 局(東 北歴 史 博 物館 内)

企 画部 笠 原 信男

電話022-389.0627FAXC}22.968-0109

Eメ ールkasahara-no819@pref.miyagi.jp

宮城県博物館等連絡協議会事務局(東北歴史博物館内)

施設名:

郵便番号:

電話番号:

東 日本大震災における被害について

所在地:

公開されたEメール;

記入者名:

FAXO22-368-0109

記



平成23年5月9日
日本博 物館 協会/イ コム 日本委員会 東 日本大震災対策本部 行き

FAX番 号:03-3591-7170(送 信 票不要)*締 め切り:5月31日(火)

会 員 各 位

財団法人 日本博物館協会

会 長 銭 谷 眞 美

東 日本大震災による被害状況に関する調査票

東日本大震災による被害状況に関する調査について(依 頼)

このたびの東 日本大震災によ り亡くな られた方々に対 し、謹んで哀悼 の意を

表 しご冥福 をお祈 り致 します。また、被害を被 った多 くの方々に対 して心よ り

お見舞 い申しあげます。

当協会では、義援金の呼びか けや国に対する被災博物館への助成制度創設の

要望な どを行ってまいりましたが、今後の復興事業に積極的に対応 し、博物館

等の被災状況の把握や復興に向けた救援活動を行 うとともに、海外に向けて情

報発信をしていくことを目的として、国際博物館会議(イ コム)日 本委 員会 と

共 同で 「日本 博物館 協会/イ コム 日本委員 会 東 日本大震災対策本部」(本 部長:

日本 博物館 協会会長 、副本部長:イ コム 日本委員 会委員長)を 設置 いた しま し

た。

国 内の救援活動に関しましては、すでに文化庁の支援のもと東北地方太平洋

沖地震被災文化財等救援事業(文 化財 レスキ ュー事 業)が 始 まってお り、去 る

4月15日 には、事業実施主体 とな る 「救援委員会」が発足 してお ります。当

協会 としては、救援委員会の構成団体として、出来 る限 りの協力を行 っていく

予定です。

つきまして は、会員館における被害の状況を確認 し、今後の支援の資料とす

るための実態調査を実施させていただきます。北海道 ・東北地方と関東甲信越、

な らびに静岡県 の会員の皆様に調査票を送付させていただきますので、 ご協力

くださいますよう、お願い申し上げます。

被害を受けられた博物館におかれましては復旧の対応等でお忙 しいところ誠

に恐縮 に存 じますが、回答は、できれば5月31日(火)ま で にお願 い します。
い ア もノ むノ 　 ズ ハ マ ノ ノ

FAXの 場 合 は03-3591-7170へ お 送 り くだ さ い。Eメ ー ル に よ る

回 答 も可 能 で す 。 調 査 票 の 様 式 は 当協 会 ホ ー ム ペ ー ジか らダ ウ ン ロー ドい た だ

き 、webmaster@j-muse.or.jpに お 送 り くだ さ い。

本件 問合せ 先:日 本 博物 館協 会 担当:守 井

〒100-8925東 京 都 千 代 田区 霞 ケ関3-3-1尚 友 会 館

TELO3-3591-7190/FAXO33591-7170

Emailwebmaster@j-muse.or.jp

※確認が困難な場合には、「現時点で不明」とご記入くだ さい。



各位

宮城県博物館等連絡協議会

東 日本大震災にお ける被災 と復 旧に関す る調査(依 頼)

時下、ます ます御清祥のこととお慶び申 し上 げます。平素は格別 の御 高配 を賜 り、厚 く

お礼を申 し上 げます。

さて、標記 の件 につきま しては、御担当者様 にはお忙 しい 中を大変恐縮 ではございます

が、御協力を賜 ります ようお願い 申し上げます。

記

1.開 館状況について

震 災後 の開館 日と、開館できない状況にある館はその見通 しにつ いて

2.被 災資料について

被災資料の修復作業やその見通しについて

平成23年11月11日

宮城 県博物館 等連絡協議 会事務 局 御 中

東北学 院大学博物館

館長 辻 秀人

東 日本大震災にお ける被 災 と復 旧に関す る調 査 について(回 答)

下記 の とお り、回答 します。

記

1、5月9日 に再 開。

2、 な し

3、 な し

4、 な し

3.宮 城県博物館等連絡協議会に望むことi

4.そ の他お 困 りの こと

御 多用 中の折 、誠に恐れ入 ります が、 自由書式で、11月20目(日)ま でにFAXま たは

Eメ ール にて御回答いただきた くお願い申 し上 げます。

御 回答 いただいた内容 を今後の当会の運営に反映 させてまい りたい と思ってお ります の

で、 よろ しく御協力 をお願 い申し上げます。

本 件 に 関す る連絡 先

事 務 局:東 北歴 史博物 館

企 画 部企 画班 相 原淳 一

TEL:022-389-0627FAX:022-368-0109

Emai1:aihara-ju721@pref.miyagi.jp



「宮城県被災文化財等保全連絡会議」設置要項(案)

(名称)

この会は、宮城県被 災文化財等保全連絡会議(以 下 「本会議 」 とい う。)と 称す る。

承 認 書

宮城県被災文化財等保全連絡会議(以 下連絡会議)の 設置および参加 にあたり、下記

の案件について承認します。

併せて、連絡会議の会長には参加団体より、東北歴史博物館長が就任することを承認

します。

(目的)

本会議は、東北地方太 平洋沖地震 によって被 災 した県 内の文化財等の保全 を図 るた め、文

化財 レスキュー事業(東 北地方太平洋沖地震被 災 文化財等救援事業)に 関わる各関係機 関 ・

団体 との連携 ・協力の下に必要な活動 を行 うこ とを 目的 とす る。

(組織)

(1)本 会議は、被災文化財等の一時保管施設、地元市町教育委員会等、別記の機関 ・団体

をもって構成す る。

(2)本 会議は、必要 に応 じて別記以外の機関・団 体等 に参加又 は協力 を得 ることができる。

(3)本 会議の設置期 間 は、平成23年10月 ○ 日か ら平成25年3月31日 までとす る。

なお、設置期 間は必要 に応 じて延長で きるもの とす る。

宮城県被災文化財等保全連絡会議設置要項(案)

宮城県被災文化財等保全連絡会議幹事および事務局に就く機関について(案)

平成23年 月 日

所 属

氏 名

東北 学院大 学

博物館長辻 秀人

(活動 内容)

(1)一 時保管文化財等 の適切 な管理に必要な処 置の実施

(2)一 時保管施設 の環境調査 と環境 向上への技術的支援

(3)一 時保管文化財等 の修復等への支援

(4)一 時保管施設 か ら所蔵者への返却 に対す る協力

(5)被 災文化財等 の一時避難 ・保管要請への対応

(運営体制)

(1)本 会議 の活動 は、東北地方太平洋沖地震被 災文化財 等救援委員会お よび各関係機関 ・

団体等 との連携 ・協力 の下 に行 う。

(2)本 会議の中か ら幹事 を選出 し、幹事の中か ら互選 に よって代表幹事1、 副代表幹事1

を定める。本会議 の代表 は、代表幹事の所属す る機 関の長 がっ とめる。幹事の任期は平

成25年3月31日 まで とす る。 ただ し、本 会議 の設 置期 間が延長 され た場合、再任 を

妨げない。

(3)代 表 は、本会議 を代表 し、会務 を統括する。

(4)本 会議は、代表 が召 集 し、本会pの 運営等 に関わる重要事項 を審議す る。

(5)本 会議の もとに幹 事会をお く。幹事会は、幹事 に よって構成 され、本会議の活動に関

わる事項 を協議 ・調整 の うえ執行する。

(6>本 会議の事務局は、○○○○○○に置 く。本会議の事務 は、事務局において処理す る。

(7)本 会議 に対 して支援金等 が寄せ られ た場合 、その会計処理 は別 に定め るところによ り、

事務 局において適正 に処理す る。また、この場合、本 会議 の中か ら監事1を 定 める。任期

は平成25年3月31日 まで とす る。ただし、本会議 の設置期間が延長 された場合、再任

を妨げない。

(その他)

本要項 に定めるもののほか、本会議 の運 営に関 し、必要 な事項 は代表が別 に定める。

施 行

平成23年10月 ○ 日

記


